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介護支援専門員の登録・更新申請等に係る様式の
変更について

〇 介護支援専門員として従事するには、介護保険法の規定により、都
道府県知事に対し、介護支援専門員の登録・介護支援専門員証の交
付申請を行う必要があります。
また、有効期間の更新、氏名・住所の変更が生じた場合等も、申請
が必要となります。

〇 令和８年４月１日から、上記申請の際に使用する様式を変更します。
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申請様式の変更について
【第１弾（R8.4.1～）】
・現住所確認書類の添付
〈現 行〉：住民票の写し（県外在住の方に限る。）
⇒〈変更後〉：○個人番号（マインナンバー）カード表面の写し

○運転免許証の表面・裏面の写し
○住民票の写し又は住民票記載事項証明書の原本
※上記のいずれか一つ

【第２弾（時期未定）】
・個人番号届出書の添付
デジタル庁において、「国家資格等情報連携・活用システム」（以
下、「国家資格システム」という。）が開発され、介護支援専門員の
資格管理もこの国家資格システムを使用することが予定されてい
る。それに伴い、介護支援専門員の登録・更新等の際に、個人番
号を届け出ることが義務づけられたため。
（参考：令和６年厚生労働省令第 85 号）
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「現住所確認書類」の添付が必要な申請様式

介護支援専門員登録兼介護支援専門員証交付申請書

介護支援専門員登録移転兼介護支援専門員証交付申請書

介護支援専門員登録事項変更届出書兼介護支援専門員証
書換交付申請書

「個人番号届出書」の添付が必要な申請様式

介護支援専門員登録兼介護支援専門員証交付申請書

介護支援専門員登録移転兼介護支援専門員証交付申請書

介護支援専門員登録事項変更届出書兼介護支援専門員証
書換交付申請書

介護支援専門員証再交付申請書

介護支援専門員証有効期間更新兼交付申請書



現住所確認書類の添付（R8.4.1～）
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第１弾

現行 R8.4.1～



個人番号届出書の添付（時期未定）

〇 個人番号（マイナンバー）の届け出

〇 収受開始時期は、国家資格システム導
入時期（時期未定）と同時期になる見込み

⇒ 収受開始時期が決定次第、他の申請
様式と同様に広島県及び（一社）広島県
介護支援専門員協会HPに掲載予定
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第２弾



個人番号届出に伴う申請様式の変更
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第２弾

R8.4.1～ 時期未定

※収受開始時期に
ついては広島県及
び広島県介護支援
専門員協会HPにて
順次案内



申請様式の変更に関する詳細

〇 詳細は、広島県及び（一社）広島県介護支援専門員協会HPに
順次掲載します。

・広島県HP
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/kaigosiennsennmonninn/index-2.html
・広島県介護支援専門員協会HP
https://www.hcma.or.jp/touroku/
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登録業務の委託先について

〇 広島県では、平成30年4月1日から、介護支援専門員の登録及び介護
支援専門員証の交付事務を、介護支援専門員の法定研修等を実施して
いる（一社）広島県介護支援専門員協会に委託しています。

【申請等に関する問合せ先】

（一社）広島県介護支援専門員協会 登録業務グループ

ＴＥＬ：082-258-5569

https://www.hcma.or.jp/touroku/
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